令和6年４月5日
（18クール更新）
「仮仮置き場」運営　引継ぎ
1． 「仮仮置き場」役割について
市の仮置き場へ持ち込み前に分別作業をし、スムーズに仮置き場へ持ち込める様に整理を行う場

2． 担当職員の役割
・搬入車の搬入物を確認し、場内の状況に合わせ交通整理を行う。
・搬入廃棄物の廃棄可能の可否判断
→別紙「災害により発生したごみの出し方について」及び別表参照

3． 「仮仮置き場」運営について
	会場名
	トイレの状況

	1 田鶴浜コミュニティセンター駐車場
	公衆トイレ、田鶴浜体育館

	2 希望の丘公園テニスコート駐車場
	なし（本部と近い為、本部の仮設トイレを利用）

	3 七尾美術館駐車場
	体育館のトイレを借りられる

	※①②③は、活動開始時に車両に記載のある会場の窓口の連絡先にその旨を伝える。

	4 ヨットハーバー駐車場
	駐車場横の公衆トイレ使用可（男性、女性、多目的）
★開始前、終了後、施錠の必要あり
和倉温泉お祭り会館の受付で預かり、返却を行う。
（七尾市和倉町2部13番地１）
ヨットハーバー駐車場から車で約3分）



	開設（初日）
	１２分別の位置を決め、ブルーシートを敷いて赤コーンを設置

	2日目～撤収日前日
	搬入と搬出の繰り返し

	撤収（最終日）
	１３時に搬入を止めて全て搬出し、掃除して撤収（本部と事前に要相談）
撤収作業も含め15時までに廃棄物をすべて搬出する。



基本タイムスケジュール
	時間
	内容
	備考

	８：３０～９：００
	朝礼後、出発→現地到着
到着後、会場へ活動開始の連絡
	インパクトドライバーの電池装着して積み込み

	９：００～９：４５
	・前日までの積み残し資材の確認
・ボランティア配布用の資材準備
	ボランティア到着前にユナイテッドかながわからの搬入の可能性あり

	９：４５～１０：００
	ボランティア到着・オリエンテーション・資材配布
	

	１０：００～
	活動開始（随時休憩の声掛け）
	

	１１：３０～１３：００
	・各班ごとに３０分ほど昼食休憩
・活動終了前に、ブルーシートをかぶす作業
	

	１４：５５
	作業終了・終礼
１５時にバス→本部へ出発
	１５：３０までに本部へ到着できるように管理必要

	１５：００～
	・不法投棄禁止の張り紙の掲示
・活動終了後、会場へ終了の連絡
	

	１6：0０～
	ボラセン到着・資材在庫確認
資材の補充とインパクトドライバーの充電
ハイエースを元の位置へ戻す
	
３０人分程度の準備


オリエンテーションの流れ（本部では注意点の説明のみ（必要物品など）　
	順番・内容
	詳細

	➀スタッフ自己紹介
	

	②仮仮置き場について
	・仮仮置き場の目的・役割
（市の仮置き場へ持ち込み前に分別作業をし、スムーズに仮置き場へ持ち込める様に整理を行う場）
・１２品目の説明⇒本部のオリエンテーション時に配布された資料を案内する。

	➂班分け
	１０人程度を１班とし、経験者をリーダーに任命する

	➃休憩
	適宜休憩の促しと、トイレ場所の説明、昼食休憩３０分、班ごとでの説明
※トイレ…施設内使用の場合は職員に一声掛ける。

	➄活動時間
	終了時間の予定を伝える。１５時前に、終礼を行う。

	⑥注意事項
	ケガの防止、ケガ発生時について、受取NGの物品を説明（生活用品等）

	⑦備品説明・配布
	備品の受け渡し（防刃手袋、防塵マスク、インソール、ゴーグル）
※手袋、ヘルメット、ゴーグルは本部へ返却

	⑧手荷物の置き場所
	バスorブルーシート等（※雨の日は屋根のあるところ）

	⑨この後の作業内容
	これから行う作業内容の説明　※各ブルーシートを回りながら説明。



【必要資材】					
	区分
	資材名

	区分け用
	ブルーシート18枚、赤コーン（分別ごみ名貼付）12個、養生テープ3種類（赤、黄、緑）

	作業用
	ハンマー(大小)、のこぎり、バール、インパクトドライバー2個、スコップ、ロープ、ほうき
竹ほうき、みの、バケツ、ちりとり、一輪車、土嚢袋、一斗缶10個（ガラス用）
※朝一で市の仮集積場へ直行する車両には、前日にガラス用手袋を車両内に置いておく。

	装備用
	防刃手袋、防塵マスク、インソール、ゴーグル、ヘルメット、ヤッケ、カッパ

	その他
	飲み物（お茶、ジュースなど）



●回収不能な物資について
· 仮仮置き場で回収不能とされた廃棄物については、土嚢袋に詰めてセンターに持ち帰る。
· 搬入時の積み下ろしの際に判別し、不能と判断した廃棄物は返却をお願いする
※土嚢袋に混在しているケース、タンスや冷蔵庫の中身の確認は入念に行う

４．　仮置き場について　※並んでいる状態では断られる。
	場所
	受付時間
	受付内容

	和倉
	9：00 ～ 15：00受付最終
	1 ～⑫　すべて対応可能
※積載時の混載（例：木くずとガラスなど）OKであるが、
チェックが厳しいので注意が必要。
※スタッフの手助けなし、必要に応じてVが同乗するよう誘導。

	中島
	9：00 ～ 15：00受付最終
	1 木材⑤ブロック⑥ガラス・陶器・瓦（それぞれ混ぜない）
の内、一回搬入時どれか1種類のみ
※スタッフの手助けあり

	大田
	9：00 ～ 1６：00受付最終
	1 木材⑤ブロック⑥ガラス・陶器・瓦（それぞれ混ぜない）
の内、一回搬入時どれか1種類のみ
※スタッフの手助けあり





５．関係団体との連携について

〇「NPO法人ユナイテッドかながわ」（ビブス：青）
· 基本的にスタッフが1名、「仮仮置き場」に常駐。（３月１２日から）
· 独自で住民から依頼を受け付け、解体や搬出を行い、仮仮へ搬入を行っている
· 「ユナイテッドかながわ」の災害廃棄物の受入と引き換えに、「仮仮置き場」の采配を行う事（近ブロ職員と同じ役割）を託す狙い
· 「ユナイテッドかながわ」のボランティアが「仮仮置き場」のメンバーに入っているため、意思統一を行う必要がある。
· おおよそ２～３日で担当が変わる。主に廃棄物の解体や軽トラへの積み込み、Vへの指示をしてくれる場合がある。
· ユナイテッドより、ボランティア要請や要望があった際には、本部へ直接、ユナイテッドより連絡・相談してもらう事となる。（3月31日付）

〇カリタス（ビブス：黄色）
· 主に運搬ボランティア。車両の持ち込みもあり、別動隊としての動きあり。

〇日本赤十字（ビブス：赤）
· パッカー車ボランティア。（柳田製作所）

６．　その他
・バディコム→「10」及び「11」を使用（作業時の「仮仮置き場」の画像もバディコムに保存する）
・搬入、搬出に来るボランティアに積極的に声掛け、話をするようにする
・運搬ボランティアが仮置場の担当者に受付不可の廃棄物があって注意を受けることもあるため、判別が難しいものがあれば、断られる可能性があることを事前に伝えておく。
・定期的に運搬しているボランティアは、仮置場の分別に詳しく、判別してくれることも多い。
・現地調査で判断に迷う場合は、上記の運搬Vやバディコムで本部や仮仮班と随時相談を。
（返す手間を省くため）













[bookmark: _Hlk162971170]仮仮置き場　受入可能リスト
	種別
	内容
	和倉
	大田
中島

	1 木材
	・タンス、木くず等　　※太い丸木等はパッカーNG
	○
	○

	2 石膏ボード
	・崩れた石膏壁等　（紙付着していても可）
	○
	-

	3 土壁
	・崩れた土壁等　　※砂や土は不可。
	○
	-

	4 壁材
	・2種以上の素材のものなど　※層になっているもの
	○
	-

	5 ブロック
	・鉄筋ブロックも受け入れOK
	○
	○

	6 ガラス・陶器・瓦
	・レンガ、タイル、針金付きの壁材やブロック
※ビン類(資源ごみ)は受入れ不可。※混載可能だが、瓦は単独で
	○
	○

	7 家電
	・家庭用家電（コンセントがついているもの全般）
※業務用家電は受入れ不可。
※バッテリーや乾電池、暖房の灯油等は受入れできないため、取り外して返却。
	○
	-

	8 金属
	・自転車、農耕具等　（家具でも鉄素材が大半のものは金属）
※業務用器具、傘は受入れ不可。
	○
	-

	9 ソファ・マットレス
	・ソファ、マットレス等
	○
	-

	10 布団類
	・布団、座布団、毛布。
※カーテンやカーペットは「11その他」で搬出。
	○
	-

	11 その他(可燃・プラ)
	・可燃ごみ
[bookmark: _GoBack](カーテン類・襖・ゴザ・竹・チェア・座椅子等)、プラスチック、襖、障子など木材と紙類が混在しているもの。
※段ボール、紙類、発泡スチロール等は一般ごみになるため
受入れ不可。
※ガラスが取り切れなかった廃棄物はその他となる
	○
	-

	12 畳
	畳
	○
	-

	★受入不可能★
＊仮置場では受け入れ不可になるので注意が必要
	生活ごみ全般
乾電池、蛍光灯、ビンカン、新聞紙、雑誌、紙ごみ、金庫、業務用家電、業務用物品すべて、土、灯篭、タイヤ、バッテリー、スプレー缶
ライター、廃油（冬季はストーブ残留の灯油）、等
※発泡スチロール、段ボール、衣類、傘、石が特に多い
	
	



【留意事項】
・災害により、生じた廃棄物の受入れをおこなっています。
・発泡スチロール、ライター、バッテリー、スプレー缶、電池、お金に関しては特に注意が必要です。
　※個人情報が記載されたものやお金は、できる限り本人へお返しするため、積み下ろし時に要確認。
・受け入れ時間：和倉・中島は15時まで、大田は16時まで
・液状化現象によって道路から敷地内に流れた土や泥については、
依頼者から市役所土木課（0767-53-8425）へ。　敷地内で出た土や泥は受け入れできない。
・12種類の分別判断は、神経質になりすぎないように（仮置き場担当者で判断されるため）
2

